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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】挿入中に、内臓損傷を防止することができる内
視鏡の外科治療のための外科用装置を提供する。
【解決手段】鋭利な刃端の複数のシステム、平らな刃部
の側部に沿って摺動し、前記刃端間の角度より大きい端
部間の角度を有する一連の薄いプラスチック製保護部３
を含む医療組織保護装置、先端だけで組織に接触する前
記保護部３を通過させる切断される組織の通路を拡大す
るための１以上の固定された円錐状のディフレクター４
、切断特性の偶発的な再使用を防止する保護部３のため
のロックシステム、並びに／もしくは操作性を備えた人
間工学的なデザインのうち１以上を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　把持されるように構成されたハンドルと、
　このハンドルに取着され、筒状のカニューレ並びに、このカニューレ内に摺動可能に設
けられた摺動部材を有する筒状の貫通部と、
　少なくとも第１の切断端を有し、前記筒状の貫通部の先端に取着され、前記筒状の主軸
と実質的に平行に延び、手術用のカニューレの挿入のために体組織に実質的平らな開口を
形成するように構成された実質的に平らな切断刃と、
　この切断刃の切断エッジを露出するように構成された実質的に平らな保護部とを具備し
、
　この保護部は、平面図で見た場合に前記切断刃の切断エッジの角度よりも小さい角度の
エッジを形成するように実質的に均一で連続したテーパを有する先端を有し、また、この
保護部は、前記切断刃の上面並びに下面と平行な実質的に平らな上面並びに下面を有する
、外科用装置。
【請求項２】
　前記切断刃は、第１並びに第２の切断エッジを有し、またこの保護部は、前記筒状の貫
通部の前記主軸と実質的に平行に延びている、請求項１の外科用装置。
【請求項３】
　前記切断刃の前記先端部は、筒状の貫通部の前記主軸に沿うように位置されている請求
項１もしくは２の外科用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外科用装置に関し、特に、安全に用いられることを可能とする１以上の設計
上の特徴を有する外科用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡による外科手術に用いられる現在の多くのトラッカーは、トラッカーの挿入及び
操作中に、内臓への損傷を効果的に防止することができない恐れがある。従来のトラッカ
ーを改良することに対するかなりの努力にもかかわらず、好ましい成果は、得られていな
い。この結果、現在の手術は、内蔵を損傷する恐れがある。かくして、特に内視鏡の外科
手術が将来的にさらに広げられそうであることを考えると、安全性の高いトラッカーが望
まれている。
【０００３】
　内視鏡の、すなわちメスを用いる精密な手術法は、現行の外科手術を改善する機会と、
１９世紀における麻酔の導入の革命的な効果に匹敵する用具とを提供する。
【０００４】
　今日の多くのトラッカーは、体組織の穴の貫通が行われた直後に、切断部の端を「シー
ルド」、すなわちカバーで覆っている。このような貫通は、内臓への損傷の危険をともな
う。体組織の穴の貫通中、外科医がどんなに注意を払っても、貫通中の体組織による抵抗
が、遅くとも内臓への損傷の前に発生する。この貫通に対する抵抗の突然の発生は、「プ
ランジエフェクト（ｐｌｕｎｇｅ ｅｆｆｅｃｔ）」と呼ばれている。あるトラッカーに
おいて、貫通は、所定の形式で制御され、徐々に行われるか、ほぼ直視、大まかな判断、
またはモニタリングの形式の下で行われる。しかし、あらゆる場合において、保護装置が
設けられる前に、危険な深さにまで突刺し部先端が挿入されてしまう。これは、結局、保
護装置が設けられる前に穴が形成されるので、予期できないものである。
【０００５】
　多くの場合、傷つきやすい臓器が、突刺される皮膚層の内側のかなり近くにあるので、
内部の穴が、用具の鋭い突刺し部先端、もしくは切断チップと接触するために、不測の損
傷の危険を最小にする二酸化炭素で満たされた後に、貫通を実行することが望ましい。し
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かし、多くの場合、貫通に必要な力と、筋肉層の自然の弾性とが、手術の結果生じる入口
でひどいくぼみを生じることで、内臓の近くに用具の貫通部先端を挿入する。これらのい
くつかの場合、壁への穴の突発的な貫通と急な抵抗の発生は、用具が必要とされるよりか
なり深くまで進入されることを可能とするか、もしくは制御することを可能とする。さら
に、組織の壁とあらゆる保護装置との間の摩擦は、保護装置の配置を遅らせ、また、ほと
んど必然的に損傷が生じる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明の目的の１つは、上記問題点を解決するように、突刺し部先端、即
ち、切断チップが傷つきやすい組織から十分離れて位置されることができる外科用装置を
提供することである。このような外科用装置によれば、動作中での損傷の可能性が減じら
れる。
【０００７】
　本発明のさらなる目的は、体の穴の貫通中、切断部の端と組織との間で低い摩擦力を備
えた１以上の切断部の端を有する、かくして外科用装置を体の穴へ移動するのに必要な力
を減じる外科用装置を提供することである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、ほとんど組織と接触しない状態で配置される保護装置を有す
る外科用装置を提供することであり、かくして、この保護装置との間で摩擦力を減じて制
御される配置と効果的な配置とを確実にする。
【０００９】
　本発明のさらなる目的は、安全保護部のような保護装置を有し、この保護部が先端を備
え、この先端で示された角度が、外科用装置の切断部材、即ち切断刃によって示された角
度より小さい外科用装置を提供することすることでる。このような外科用装置によれば、
保護部は、前記切断刃の覆いを確実にすることができる。本発明のさらなる目的は、体組
織の穴の貫通中、外科用装置の把持とねじりを容易にするグリップを備えた外科用装置を
提供することである。
【００１０】
　本発明のさらなる目的は、先端が使用された後に、この切断部材の不測の再使用を防止
するロックメカニズムを有する外科用装置を提供することである。
【００１１】
　したがって、本発明は、一般に、外科医療の安全性を改善する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　これら、及び他の本発明の目的は、トラッカー組織貫通器のような外科用装置によって
達成され、この貫通器は、中空の筒状貫通部内で、同軸の切断端に連結され、この切断端
に所定の切断角で覆われた切断部の端を備えた一連の薄い平面の矢先状の切断刃を有する
。この一連の切断刃の裏の外側は、完全に剥き出している切断の端を有する中空の筒状の
貫通部の内側に装着され得る。この中空の筒は、溝状になった前端部と三角形状に尖った
各部分とを有し、各刃の間にフィットするように曲げられ得、また、出っ張っているが、
上記のような端の裏側で軸方向にくぼんだ刃の端にほぼ平行で、動く保護部の内側と組織
の外側との間の接触を防止するように組織用エキスパンダーとして作用する端を有する。
中空の筒状貫通部の端にある、三角形状の湾曲部分の組織用エキスパンダー同士の間のス
ロットは、このスロットと、少なくとも前記刃と同じ厚さの保護シートからなる切断刃の
両側との間の通過を可能とするのに十分に広い幅にすることができる。軸方向に湾曲した
一連の延伸シート状の保護部は、前記切断刃の両側と、中空の筒の三角形状の部分との間
のスペース内を自由に摺動するように設置され得、刃端の隣接する角度より実質的にかな
り鋭い先端角の側部を備え、かつ先が尖っていない丸い非常に小さい先で終端している前
端を有する。切断刃と中空の筒の三角形状の部分との間に挿入された前記湾曲した延伸シ
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ート状の保護部は、コイルばねによって切断端の前部の方へ付勢されたステムに対して反
対の端で取着されることができる。
【００１３】
　この外科用の装置の効果的な特徴は、例えば以下のものを有する。
【００１４】
　側部の摩擦を実際的に排除して減じられた貫通の抵抗を形成し、これによって貫通部の
「プランジエフェクト」と組織のばねの反力とを減じる鋭い平面刃の側部の多重システム
。
【００１５】
　平面刃の複数の側部に沿って摺動するプラスチック製の一連の薄い保護部を有し、より
好ましい態様においては、切断刃の端の角度より小さい各側部間の角度を有する機械的な
組織保護装置。そして、そのようなプラスチック製の保護部の側部の適切な外形を備え、
切断部の端と周囲の組織との間で、貫通部の開始部から完全な保護を形成することができ
、また、振動、もしくは不連続でない全く進歩的な形式でこれを行うことができることが
示され得る。この切断刃の側部間の角度より保護部の側部間の角度の方が小さいことから
生じる進歩的な保護動作は、保護部を、切断チップと一瞬後にはその周辺とによって形成
された小さな開口へ挿入することを可能とし、これによって、トラッカーの挿入の極めて
重要な瞬間に内臓への損傷を防止する。したがって、保護動作は、全く進歩的な形式で行
われ、切断刃が小さい最初の開口を広げつづけるのに従って、保護部は、貫通領域の外側
で切断部の側部を常に覆いつづけ、貫通が完了してカニューレが完全に挿入されるまで、
内臓から離間されることを進歩的に改善している。
【００１６】
　保護部を組織と接触させたままで、切断された組織の通路を拡張する１以上の固定され
た円錐状のディフレクターは、チップでのみ接触し、かくして貫通の複数の先端で組織に
対する摩擦から保護部を話す。従って、小さな開口が切断刃によってチップで形成されて
もすぐに、保護部は瞬時に開口へ入り、切断チップを内臓とのあらゆる接触から保護する
。かくして、保護部の外側で組織用エキスパンダーを使用することは、保護部と内臓との
間の摩擦を防止し、設置動作を臆させる。この組織用エキスパンダーを野使用は、制限す
ることなく安全な装置を機能させることができ、これによって現行のトラッカーの多くの
欠陥の１つを排除する。すなわち、保護部の動的反応は、刃の貫通の割合より本質的にか
なり早い。結果として、切断部の側部は、どんなに貫通の割合が早くても、内臓に接触す
るという危険に決してさらされることがない。
【００１７】
　通気用通路は、貫通中の体の穴への流体を搬送するように構成されている。この通気用
通路は、外部リザーバーを用いるか、貫通中に通路内に含まれた圧縮ガスかのどちらかに
よって加圧されることができる。表皮への最初の貫通がなされたら、通気用通路からの流
体が内臓を切断部の側部から離す。外部二酸化炭素ガスリザーバーの場合、二酸化炭素ガ
スバルブは開かれ、貫通部の管状の本体部は加圧される。このような加圧状態下において
、前部は組織によって囲まれており、切断チップは、ガスが使い果たすのを防止された状
態で組織を貫通するが、かなり小さい開口が先端に見え始めるとすぐに、保護部先端が、
同時にばねによって開口を介して力が加えられる状態で、ガスが開口を急激に広げ、切断
表面の先端から傷つきやすい内臓を効果的にどかせる。かくして、加圧流体（もしくはガ
ス）による組織用ディフレクターの使用は、保護部チップが開口へ進入する前であっても
、初期の貫通の瞬間に、切断刃チップの前面に、臓器のための自由な領域を形成する。ま
た、急激なガスの噴射は、切断刃と円錐状のエキスパンダーとの間、正確には保護部の位
置されるところで流れが生じるので、ほぼ部の設置を補助し得ることが注目されなければ
ならない。保護部は、流体の流れによって離間されるとほぼ言うことができる。これは、
設置の速度と外科用装置全体の安全性とを増加させる。
【００１８】
　保護部のためのロックシステムは、用具の基端に位置され、チップが一番最初に安全に
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導入された後、切断特性の不測の再使用を防止する。このトラッカー保護部のためのロッ
クシステムは、ソケットに挿入されて板ばねによって支持されたロックボタンに取着され
たロックシリンダーを有する。シリンダーは、底部に円錐状のチップと円周溝を有し、ボ
タンによって押し下げられ、また、溝によって、Ｕ字形状のばねが現れるまで摺動する動
きが可能である下に保持するＵ字形状のばねに係合することができ、初期位置へ再び戻し
てロックするために準備されている。リセットの動作が必要な場合、ロックボタンを下に
十分押して、次のサイクルのためにゆっくりリセットすると必要がある。ロックボタンは
、ハンドルの基端部で溝の中に深く位置されているので、延出して操作する努力が必要で
あり、かくして、不測のリセットすることが困難である。
【００１９】
　操作することを容易にする人間工学的設計。基端にある半球状のノブは、人差し指と中
指が側部にあるホーン部を把持することによって回転を制御する状態で、手のくぼみに容
易に整合し、これによって、押す、引く、回転、並びに傾斜の動作を非常に自然かつ快適
な形式で行うことが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図面は、参照符号がいくつかの図を通して同一、もしくは対応する部品に付されており
、特に図１を参照すると、カニューレ２は、ハンドルの先端部分に固定して取着されてい
る。このハンドルは、２つの部分、即ち、把持用のホーン（ｈｏｒｎ）部６ａ、通気装置
１１、並びに平らなバルブレバー１２を外側に有する先端部６と、手のひらで押すことを
容易にするように、半球状のノブの形状であるハンドルの基端部５とにより構成されてい
る。また、この基端部は、平らな底９ａを備えたくぼみ９と、安全な保護部の位置を前記
カニューレ２の最先端部で評価して制御するようにスロット８に摺動するために挿入され
たボタン７を備えた外部メカニズムとを有する。カニューレ２から先端に出っ張った安全
メカニズムは、円錐状の組織用エキスパンダー４と、一セットの刃（図１には示されてい
ない）を覆うように意図された安全保護部３とを含む。これらは、本発明の特徴である。
【００２１】
　図２は、トロッカーの貫通する先端の詳細を示している。中空の外側シリンダー２は、
図１において説明されたように、ハンドル５の先端に固定して取着されたカニューレであ
る。このカニューレ２の内側には、貫通部であるもう一つの中空シリンダー１３がある。
これは、ハンドル５の基端部に取着された取り外し可能な部分であり、貫通、即ち、穴の
形成が、外科用具の導入が可能なように完全になされた後、取外されることができる。こ
のカニューレ２は、穴が形成された体組織中に小さな抵抗で、即ち、大きな抵抗を受けず
に、導入を容易にするように、角度の付けられた、即ち、内方に折曲された先端部２ａを
有する。貫通用の中空シリンダー１３は、この外科用具の中央で連結され、中央で連結さ
れた薄いやじりのような先のとがった平らな刃部（切断刃）１４の出っ張りを許容するよ
うに、複数のスロット４ａによって互いに離間されている複数の円錐片状部分からなるエ
キスパンダー４として形成された先端部を有する。図２に示されているように、切断刃１
４は、１４ａで示された深さまで、貫通用の中空シリンダー１３中に挿入されている。円
錐片状部分間のスロット４ａから突出した切断刃の外側の刃端は、適切な切断を果たすよ
うに実質的な距離だけ出っ張っている。一セットの切断刃１４は、スポット溶接点１５、
もしくは他の類似したメカニズムによって貫通用のシリンダー１３に接続されている。切
断刃の交差部の直ぐ後ろに、プラスチック製の複数の保護部３の先端３ａが見られること
ができる。図２にから判るように、各保護部は、平らであり、図２では、これら保護部の
形状と切断刃との関連の理解が容易となるように切断刃から離間しているように示されて
いる。保護部３の組立て部品は、ハンドルの基端部（ここには図示されていない）でロッ
クメカニズムと駆動ばねとに接続された保護部の中空ステム１７の一部である支持ディス
ク１６の一部である。実際の用具において、保護部の先端３ａは、保護部同士の間の狭い
空間３ｂ中に挿入された切断刃の周りに位置される。そして、保護部は、図３に示されて
いるように、切断刃の側部と円錐状のエキスパンダースロット４ａとの間で出っ張るまで
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、前に押されることによって組立てられる。図３において、保護部の先端は、トラッカー
が最初に皮膚に接して押されるときに保護部が引っ込められるので、少ししか見えない。
【００２２】
　図４は、切断刃１４の先端１４ｂから前方に突出して、これら切断刃を覆っている保護
部３の先端３ａを示している。切断刃１４の先端１４ｂは、保護部３の先端３ａの後ろに
位置して、露出、即ち剥き出されて、切断することを可能としている。図４は、腹腔組織
、即ち体組織に穴を開け始めたときの、トラッカーの構成要素の配置関係を示している。
そして、保護部の小さい先端３ａは、図５に示されているように、穴あけが終了するまで
、即ち、剥き出した刃端が皮膚内部を切断しつづける間、さらに突出して刃端をカバーす
る。図５は、腹腔組織への貫通が完成された（穴あけが終了した）後のトラッカーのロッ
ク状態を示している。この状態では、切断刃１４の刃端全体は、充分に突出した保護部に
よりカバーされ、また、貫通部１３全体は、ハンドルの基端部分により後方に引かれてい
る。
【００２３】
　後述するように、一実施の形態において、腹壁、即ち、体組織に穴が形成されていると
きに、この体組織の近くにある臓器を体組織から遠のけるように、穴を介して二酸化炭素
ガスが発射される。このときには、保護部が、刃端を覆っている、即ち、カバーしている
。
【００２４】
　上述の動作は、本発明の重要な部分であり、図６ないし図１１の一連の図を通して最も
良く記載されている。
【００２５】
　図６は、皮膚層（体組織）２０に接触し始めたときのトラッカーの保護部３の先端３ａ
を示している。内臓は、参照符号２５として、左側に示されている。この時、皮膚層の外
側の層は、ばねで前方に付勢された保護部３の先端３ａの力の下でそらされている。トラ
ッカーが前方に押されるのに従って、保護部は、貫通部１３中へと押圧され、ベースディ
スク１６と保護ステム１７とをばねの力に抗して右方に移動させる。
【００２６】
　図７は、貫通部１３の中に押圧されて完全に引っ込んだ保護部３と、この結果、完全に
剥き出された切断刃１４の刃端とを示している。この時、切断刃の切断点は、切断を開始
し、組織層の外面に参照符号２１で示すように入る。このときには、図７に示すように、
切断刃１４の先端１４ｂの切断点により形成される穴は、カニューレ２の内径よりも小さ
い径なので、切断刃１４により形成される穴は、カニューレ２の外径よりも小さい径とな
る。この時に、二酸化炭素ガスが、貫通部１３の内側を加圧する。そして、このときには
ガスの一部は漏れるけれども、切断刃１４の先端１４ｂの周りの組織は、切断刃の先端が
腹壁（体組織）の内側へ現れるまで（穴の貫通が完了するまで）、ガスの外部への流れを
封じる。
【００２７】
　図８は、貫通が完了した直後を示している。この時、切断の先端１４ｂは、非常に小さ
な穴２３を形成し、同時に、保護部の先端３ａが、中空ステム１７で押されることによっ
て、ばねに付勢されて開口を押し広げ、切断刃の先端１４ｂを覆う。このときに、保護部
の先端３ａによって、流体の流れ（ここではガス噴射流２４として示されている）を噴射
して近くの内臓組織２５ａの移動を生じることを可能とする十分なスペースが確保されて
いる。
【００２８】
　図９は、上述された動作の結果を示している。ガス噴射流２４は、保護部の先端３ａが
切断刃の先端１４ｂを完全に囲みながら、内臓２５ａをさらに遠くへ移動させる（体組織
から離す）ように発射されつづける。この結果、内臓２５ａの内部組織に傷を付けてしま
う恐れが減少する。このように、非常に早いガスの流れと、保護部の先端による保護動作
とは、このトラッカーの操作を、容易かつ安全にさせる。尚、貫通動作の力と速度は、当
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然のことながら、ほとんど重要でない。
【００２９】
　図１０は、貫通行程を示している。カニューレ２が、組織２７の穴に部分的に挿入され
、保護部３によってまだ覆われていない刃端の部分が穴の周壁を切断しているのをカニュ
ーレの前方で見られる。保護部の先端３ａは、刃端から内部組織を保護して前進しつづけ
、この貫通は、組織用エキスパンダー４が組織の摩擦から保護部３を保護することによっ
て容易になされる。このときには、二酸化炭素ガスのガス流２４は、かなり邪魔されずに
工程の通気段階を実行し、内臓２５ａをトラッカーの入口からかなり移動させる。
【００３０】
　図１１は、完全に挿入され、通気の最終段階にあるトラッカーを示している。刃端は、
保護部によって完全に覆われ、カニューレ２が、組織２８を完全に貫通しているのが見ら
れる。通気は、この貫通が完了するまで続けられ、そして、貫通部１３は、カニューレを
介して外科用具の挿入を可能にするように取外される。
【００３１】
　挿入動作、保護動作、並びに通気動作と、これらを実行する機械部品を順次詳細に記載
しているように、すべてを達成するための追加的な方法が記載されている。これを可能と
するメカニズムは、用具のハンドル内に位置されている。
【００３２】
　図１２は、一部の内部部品の部分分解図だけでなく、外部部品の一部を示しているトラ
ッカーの上面図である。ハンドルの本体は、プラスチックで形成され、２つの主な部分を
有する。基端部５は、手のひらにフィットするように設計され、上面に弧状の側面のくぼ
み９を、保護ステム制御部が位置された平らな表面９ａで終端する半球状の基端を有する
。この制御部は、不測の駆動を防止するように平らなくぼみ９ａに埋め込まれ、また、中
にボタン７と矩形のガイドシャンク７ａを挿入する垂直なウォー（ｗａｒ）を備えた二重
スロット８，８ａを有する。前記ボタン７は、垂直及び水平の動きを可能とし、後者の動
きは、後で記載されるように、矢印７ｂと７ｃとの間で制限される。基端部５は、貫通シ
ステムの一体部分として組み立てられる。その先端５１は、ハンドルの２つの部分の間の
インターフェースを形成している。
【００３３】
　ハンドルの先端部６は、貫通及び指向中に、操作を容易にするように出っ張った２つの
側部のホーン部６ａを有する。ハンドル５の基端部と，先端部６とは、使用中、バヨネッ
トスタッド（ｂａｙｏｎｅｔ ｓｔｕｄ）２９とスロット２９ａによって互いにロックさ
れている。挿入中、基端部に設けられたスタッド２９は、先端部６に設けられたスロット
２９ａとアライメントされ、押され、そしてこのスタッドが２つの部分を固くロックする
まで時計回りに回転し、また、ハンドル５に設けられたノブとホーン部６ｂは、動作のた
めに良好なグリップを形成する。スロット２９ａは、横断方向で、回転式にロックする動
きが堅さと安定した接続とを確実にするのを保証するように、インターフェース５１から
わずかに逃げる傾斜部を有する。これは、図１４を参照してさらに説明される。
【００３４】
　ハンドルの先端部６の左の最端で部分的に分解された部分は、フラップバルブ３２の動
作を示すことを意図されており、このフラップバルブ３２は、図示の実施の形態において
、抑制バルブとして作用する。このバルブは、ハンドルの先端部６と下部６ａとの間で回
動するシャフト３４を有し、このシャフト３４の周りに位置されたねじりばね３３によっ
て半時計回りに回転するように付勢されている。このフラップバルブのシャフトは、この
バルブに固定して取着され、後で図１４によって示されるように、先端部６の外側から回
転され得る。外部ロックは、点線で示された停止位置３２ａに対して十分に回転された場
合、ディサフレーション（ｄｅｓｕｆｆｌａｔｉｏｎ）中に、バルブが開いたままにする
ことを可能とする。図１２に示された実施の形態に示されているように、バルブは、貫通
部１３の挿入によって開かれている、他の場合、バルブは、外科用具、すなわち視覚化用
具のために開かれていることができる。自由にされているとき、バルブは、半時計回りに



(8) JP 2009-61279 A 2009.3.26

10

20

30

40

50

回転し、スナップは、バルブのための面シール及び貫通部１３のための口部シールとして
使用するシール３５の面に接して閉じられる。図１２の左端は、カニューレ２が、フラン
ジ３７によってどのようにハンドル５に取着され、Ｏ－リング３６によって漏れを防止し
ているかを示している。同じ図１２中には、二酸化炭素ガスの栓の手動バルブ１１が、ど
のように部分６の上部の一端に設けられているかが示されている。
【００３５】
　図１３は、ハンドルの内部の詳細を示すように、平面Ａ―Ａに沿う長手垂直方向の横断
部分である。認識され得るように、ハンドルの２つの部分は、組立てのための水平面に沿
って切断された上部と下部を有し、各部分が部材で内部部品に装着された後、各部分の２
つの半体は、互いに永久に接着される。２つの部分の各々は、使用中に着脱されなければ
ならないので、分離可能に組み立てられている。貫通部分は、導入口を形成することだけ
に使用されるが、非常に大きな危険性を有している工程であることが強調されなければな
らない。
【００３６】
　２つの部分６ａからなる先端部６は、カニューレ２とすべてのガス導入部及びバルブと
を囲繞している。カニューレの部分との接続は、前に記載されている。図１３は、ガス接
続部、もしくはガス線が付属した層１１ａを示している。このバルブシステムは、導入さ
れるガスが矢印３０の方向に流れて導入口とシール３５との間のスペースを加圧するよう
に、円錐状のステム１１ｂを介して平面１０上のボスに接着され、このガスは、前記空間
から貫通部１３の壁の周りにある開口３８に入って口部シール４０，４１間のスペースを
満たすことができる。両方の口部シールは前方を向いているので、圧力は、口部シール４
０を開くが、口部シール４１は開かず、また、ガスは、貫通部１３に沿うスペース全体を
満たして加圧し、トラッカーの先端が組織内に挿入されているとき、漏れることができな
いが、最小の開口が刃の点によって形成されるとすぐに、ガスは噴射物として漏れて周辺
の内臓を導入口からそらす。シール４０は、手術中の不測の開口、もしくはガスバルブの
漏れの場合に、貫通部からの逆流を防止することが意図される。このような場合、貫通部
１３内の加圧された所定の量のガスは、保護部の先端３ａが開口へ挿入する前であっても
、近くの組織の安全なかたよりを果たすのに十分である。保護ステム１７は、ディスク１
６によって全部で完全にシールされてこの保護ステム１７の内部は大気圧であり得るが、
保護部によって前後に摺動されなければならないので、基端で支持されなければならず、
また、４つの径の最小深さまで保護ステム１７に挿入された中空のスチール製固定スタッ
ド４４に沿ってガイドされなければならない。スタッド４４の基端は、基端が半球状のノ
ブである部分５と５ａとの間の固定を形成するように突出している。中空のスタッド４４
に設けられた穴５６は、保護ステムは、ピストンポンプとして作用して前後に動くとき、
このスタッドの中へと外からとの空気の通路を形成するのに用いられる。この穴５６は、
当然このスタッドを通り、流れを遅らせて保護ステムの摺動動作を減じないような径であ
る。スタッド４４の周りに設けられた加圧コイルばね４７は、先端方向に保護ステムを付
勢させるのに必要な力を加えるのに使用される。貫通部である外側シリンダー１３の基端
は、基端のハンドル５，５ａとの固定のために参照符号４３で突出している。また、貫通
部１３は、シール３５が漏れる場合であってもガスの漏れが生じないように、Ｏ－リング
４２によって前部でシールされている。すなわち、参照符号４３と同様の突出した管状部
材は、確実なシールではない。
【００３７】
　参照符号５，５ａによって、形成された基端のハンドルは、貫通部１３に取着され、ハ
ンドルのすべての機能部材、及び制御部材を有する。保護ステム１７は、基端に、板ばね
４５の一部分である薄いリング４５ａが固定された小さな筒状のくぼみを有する。ばね４
５を含むロックシステムの精密な構成要素が、図１６及び１７に見られ、これら構成要素
の機能は、図１８ないし２２に見られる。図１７は、適切な関係にあるロックシステムの
一部の部材の分解図である。組立て時、ボタン７は、図１３の上部表面９ａに設けられた
スロット８に挿入され、ロックシリンダー４８は、円周溝４８ａと円錐端４８ｃとを有し
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、スロット８ａにボタン７を組込む矩形のガイド７ａからなるボタンに接してステム７ｂ
に沿って押される。組立てが続くのに応じて、ステム７ｂの下部先端は、溝７ｃが参照符
号４５ｄで側部タブによって把持されてボタンの組み込みが完全になるまで、板ばねのパ
ンチ穴４５ｄに対して十分に押される。開いた中空のシリンダー４５ａがステム１７の基
端で表面のくぼみに装着される場合、ボタン７は、ステム１７に軸方向で固定され、コイ
ルばね４７に反応する軸の前後方向の動き及び保護部の先端での力を生じる。図１６は、
スクリュー５０の使用による参照符号５の内側の下部へのＵ字ばね４６の組立てを示して
いる。図１６は、ボタン７を明らかにするためではなく、Ｕ字ばねのボタンに接して押さ
れる平らなばね４５を示している。ボタン７とロックシリンダー４８との組立てが示され
ている場合、ボタンは上方へ押され、また、ロックシリンダーは丸いソケット８ｂへ効果
的に挿入されることが明らかであり、これによって、平らなばね４５のあらゆる動きを防
止し、保護ステム１７は、リング４５ａによって平らなばね４５に取着される。これは、
図１３に示された状況である。
【００３８】
　図１８ないし２２は、一実施例のロックシステムの動作を以下のように詳細に記載して
いる。図１８に示された位置において、システムはロックされている。すなわち、保護ス
テムと保護部は、シリンダー４８が丸いソケット８ｂに挿入されているので、全く動くこ
とができない。図１９は、ボタン７が押し下げられたときに起こることを示している。こ
の動作がなされたとき、シリンダー４８の円錐端４８ｃは、Ｕ字ばね４６を開き、そして
このばねが溝４８ａに近づいて係合して、これによって、丸いソケット８ｂからロックシ
リンダーが外れる。そのとき、システムは、ロックが解除される。このトラッカーは、「
作動状態にされた（ａｒｍｅｄ）」と呼ばれ、皮膚の貫通のための切断場を剥き出すよう
な後に戻る保護部の動きを可能とする。これは、図６に示された位置である。以下の説明
は、図２０に示された実施の形態に向けられている。皮膚に対する貫通力は、保護部と保
護ステム１７とを押し、接続する平らなばね４５は、ボタン７を基端方向に動く。矩形の
摺動部７ａは、２つのガイド８ａ間のスペースへ入り、すぐ後に、ロックシリンダーの溝
４８ａは、Ｕ字ばね４６の開端から外れ、また、ステムの溝７ｃに接して上方に押すばね
４５は、溝８ａの下側に当接するロックシリンダーの上部に力を加える。この位置におい
て、ロックシリンダー４８は、図２１に示されているように溝８ａの下側に沿って、初期
貫通がなされるまで自由に摺動し続け、また、保護部が誤って動くことができない「安全
な位置」へシステムをロックする丸いソケット８ｂの方へ、ロックシリンダーが戻ってＵ
字ばね４６上を自由に通過するときに、コイルスプリング４７の力が、ボタン７を初期位
置へ戻すように保護ステム１７と平らなばね４５に加わる。図２２は、図１８の初期構成
に戻るサイクルの完了状態を示している。
【００３９】
　設けられた一実施例のロックシステムの使用者の視点からの即座の説明は、図１２に示
されている動作が、位置７’において、「カチッと音がする（ｓｎａｐ）」まで、ハンド
ルの上部でボタンを押し下げることによって「作動状態にする（ａｒｍｉｎｇ）」トラッ
カーを含むことを明らかにしている。すなわち、トラッカーを皮膚に接して押して、７’
の方へ摺動するのに従って、ボタンの位置を見て、もしくは聞いて初期位置７’まで「カ
チッと装着する」。これは、貫通を完全にしたことの表示である。理由があるとして、ボ
タン７が誤って押し下げられた場合、このボタン７が７’の方向へ単に動くことによって
「安全な」状態へリセットされ、ボタンを解放することができる。位置７’において高い
レベルでスナップロック（ｓｎａｐ－ｌｏｃｋｅｄ）を果たし、最初にボタンが押し下げ
られることなしに移動されることができない。
【００４０】
　一実施例の平らなバルブ、バルブの設計、並びに偏りのためのロックの動作の詳細は、
図１４及び１５に見られる。図１４は、図１２の前部にあるハンドルの先端部の上面図を
示している。しかし、図１４は、使用者のためにハンドルのこの部分における動作的な外
部の制御を示すことを意図されている。平らなバルブレバー１２は、貫通部が取外された
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とき当然であるように、閉じた位置で示されている。レバーは、図１５に見られるように
、反対の端がフラップ３２に取着されたシャフトに取着されている。内部のトラッカー部
材の挿入は、各ハンドルの上部６及び下部６ａが平面６ｄに沿って接着されるよりも先に
離間されているときに行われる。
【００４１】
　上述したように、図１５は、右側から見られるように、図１４の前部に図示されている
一実施の形態の端部の図である。これは、基端が取外されたときに、ハンドルの先端部が
どのように見えるかである。平らなバルブの外部レバーのノブ５３は、底部に小さなくぼ
み５４が設けられ、レバーが矢印５２の方向に回転した後、くぼみが、平面１０から突出
している小さなノブ５４ａと効果的に係合されるとき、このレバーを開けたままにしてお
くことを可能とする。これは、外科医が、通気された領域を処理するのに両手を用い、か
つ手術の終わりに患者によって保有されたガスを排出することを可能とするバルブのディ
サフレーション（ｄｅｓｕｆｆｌａｔｉｏｎ）位置である。突出しているノブ５４ａと係
合するレバーに必要な回転の弧は、参照符号５５として表示されている。このロック位置
は、バルブが貫通部の挿入によって開かれているとき、レバーによって届くことはない。
バルブのロックは、外科医の力強く、かつ慎重な動作によってなされる。バヨネットロッ
クスタッド（ｂａｙｏｎｅｔ ｌｏｃｋｉｎｇ ｓｔｕｄ）２９に示された微小角５２は、
ロックする力が、ハンドルの基端部と先端部との間の不測の解除を防止するのに、十分に
増加することを確実にするように、溝２９の必要な傾斜に関係する。ロック部材の弾性は
、用いられる厳密な角度で決まり、この角度は、許容誤差を考慮して２度と５度との間の
いずれかである。注入バルブ１１、このバルブのレバー１１ｃ、並びにこのバルブのレバ
ー接続部１１ａが図１４に示されている。図１５には、バルブの開口が矢印１１ｄによっ
て示されている。また、図１５は、バルブシャフト３４、このシャフトの上部のＯ－リン
グシール３４ａ、並びにバルブ３２の動作するブラケット内のスロットへ挿入されたねじ
りばね３３の分解部分を示している。同じ図１５において、ハンドルの先端にある前面５
１ａだけでなく、これと係合する基端部の相補面５１に接触するシール３５が見られる。
【００４２】
　本発明のあらゆる変更と変化が、上記技術的な観点において明らかに可能である。本発
明は、ここに特別に記載された以外にも、請求の範囲内で実行されることができる。特に
、本発明は、本発明の全体的な採用がなくても、本発明の技術思想の採用によって実施さ
れ得ることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】図１は、等角図法の形式の一実施例におけるトラッカーの全体図を示す。
【図２】図２は、この実施の形態の形状をより明確に示すために、保護部が刃先の裏側に
移動された状態である一実施例におけるトラッカーの貫通端の部分分解図を示す。
【図３】図３は、一実施の形態の貫通工程が始まるとき、かくして刃端が剥き出しで切断
を始める準備ができている状態のとき、保護部が挿入されるが、引っ込んだ状態にある同
じ一実施例におけるトラッカーの端を示す。
【図４】図４は、先端が腹腔を突刺し始める寸前である時の刃先の前に出っ張った保護部
の先端を示す。
【図５】図５は、保護部が完全に伸び、完全に腹腔の内側にあるときの刃端を覆っている
状態の一実施例におけるトラッカーの先端を示す。
【図６】図６は、皮膚層に接近したとき、かくして保護部の先端が皮膚を接して押し始め
たとき、貫通部へ引き戻された瞬間の一実施例におけるトラッカーの先端を示す。
【図７】図７は、一実施の形態において、保護部が、完全に引っ込んだ位置へ押し込まれ
、刃端が組織を切断し始めた時点を示す。
【図８】図８は、一実施の形態において、刃端が、組織を横切る通路を完成し、内皮層を
横切って腹腔に現れ始めた時点を示す。
【図９】図９は、一実施の形態において、開口の裏側に剥き出した刃端が切断動作をつづ



(11) JP 2009-61279 A 2009.3.26

10

20

30

ける間、保護部の先端が開口を貫通して刃端と周辺の内部組織とのいかなる接触をも防止
し、また、加圧された二酸化炭素ガスの噴射が、敏感な組織を切断領域から離されて続け
られる時点を示す。
【図１０】図１０は、一実施の形態において、継続している貫通、かくして保護部の裏側
に依然として剥き出した刃端が切断動作を継続し、かつガスの導入が続けられる間、保護
部がほぼ完全に貫通している状態を示す。
【図１１】図１１は、一実施の形態において、貫通が完全になされた図を示す。刃端は、
保護部によって完全に覆われ、組織の開口は、カニューレの通路を許容し、通気は、完全
になるまで続けられ、また、貫通部材が取外され得る。
【図１２】図１２は、内部を詳細に示すために部分分解である一実施例のトロッカーのハ
ンドルの上面図を示す。
【図１３】図１３は、一実施例におけるトロッカーのハンドルの大部分の内部を詳細に示
すために、垂直平面Ａ―Ａに沿う長手方向部分を示す。
【図１４】図１４は、操作を容易にするように、把持する２つのホーン（ｈｏｒｎ）部を
有する一実施例におけるハンドルの先端部分の上面図を示す。
【図１５】図１５は、平らなバルブピボットとレバーとの部分的な分解部分を詳細に示し
ている、右から見た一実施例におけるハンドルの先端部分の側面図を示す。
【図１６】図１６は、図１３のＡ―Ａ部分のように、ハンドルの基端部分内のいくつかの
部材を示す、実施例における保護部のステム用のロックメカニズムの部分等角図を示す。
【図１７】図１７は、一実施例における空間的な関係で、保護部のステム用のロックメカ
ニズムのいくつかの代表的な部材の分解図を示す。
【図１８】図１８は、ロック位置にある位置実施例におけるロックメカニズムを示す。
【図１９】図１９は、ロックが解除され、貫通の準備ができている一実施例におけるロッ
クメカニズムを示す。
【図２０】図２０は、皮膚に対する保護部の押す機能が、保護部のステムにどのように右
側へ力を加えているのかを示す。
【図２１】図２１は、保護部が完全に引き込まれ、刃端が完全に切断のために剥き出しに
されている位置にあるステムを示す。
【図２２】図２２は、腹腔への保護部の完全な解放後のロックメカニズムの位置と、図１
８に示された初期位置へ戻った保護部のステムのロックとを示す。
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